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2018（平成 30）年８月１日 

 

 

「よりあい大芝の家」定例運営懇談会「よりあい大芝の家」定例運営懇談会「よりあい大芝の家」定例運営懇談会「よりあい大芝の家」定例運営懇談会    議事録議事録議事録議事録    
 

 

 
2018（平成 30）年 7 月 15 日［日］（御家族様等懇談会）及び 2018（平成 30）年 7 月 29 日［日］

（入居者様懇談会）に開催しました「よりあい大芝の家」定例運営懇談会についてご報告いたします。 

 

会 議 名 称 （第１回）2018（平成 30）年度 「よりあい大芝の家」運営懇談会 

事 業 者 名 NPO（特定非営利活動）法人 よりあい倶楽部 

サービス種類 有料・高齢者住宅（住宅型 有料老人ホーム） 

開 催 日 時 
A（御家族様用）：2018（平成 30）年 7 月 15 日［日］ 13：30～14：30 

B（入居者様用）：2018（平成 30）年 7 月 29 日［日］ 13：00～14：00 

開 催 場 所 
「よりあい大芝の家」 １階 食堂 

〒596-0001 大阪府岸和田市磯上町２丁目１０番３１号 

出 席 者 

A（御家族様用） 

 入居者ご家族様…８組 １２名 

 地域の方々より・近隣の方……１名 

         大芝地区老人会会長…１名 

         民生委員（大芝地区委員長）…１名 

B（入居者様用）  入居者様…１８名 

報告者として 
 当法人より…４名 

 （法人理事長、総務部部長、事業部部長、施設管理者） 

議 題 

  

定刻より、事業部部長の司会で開始 

 報告者（法人からの出席者）紹介 

 開会のあいさつ（法人理事長） 

 議題（懇談会資料より） 

 １、活動報告（事業部部長） 

 ２、状況報告（施設管理者） 

 ３、収支報告（総務部部長） 

 ４、質疑応答           

議題１～３については、懇談会資料通り 
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□ 報告事項の内容及び「大芝の家」に対する質疑応答 

Ａ
（

御
家

族
様

懇
談

会
）

 

家族様からの質問  将来的に看護師の常駐は考えていますか？ 

施設からの回答 

  

議題３の収支報告でもお伝えした通り、「よりあい大芝の家」単体の収支で

は、９割の入居率でも▲180 万～200 万／月となり赤字です。また、収支

バランスの目安としている「大芝の家」で実施させて頂いている介護保険サ

ービス（訪問介護）を織り込んだ収支でも、入居率が９割程度いかないと黒

字にはなりません。（もともと入居費用は抑えて設定しています。） 
 

 「大芝の家」の支出で大きく占めるのが建物賃料と人件費です。現在の

「大芝の家」の収支から考えると、経営上看護師を常駐させるのは難しいと

考えています。（７月から常勤介護スタッフ１名増員しています。） 
 

 よりあい倶楽部では、「大芝の家」の近隣にデイサービスを３ヶ所運営して

います。現在、デイサービスを含めよりあい倶楽部では看護師資格を持った

職員が６名在籍しています。緊急を要する場合は、すぐに看護師が駆け付け

ることが出来る体制を整えています。（平日、9：00～17：00） 
 

 また、「大芝の家」の入居者の方の中にも、訪問看護や往診のサービスを受

けている方がおられます。お身体の状態が悪くなられた場合は、訪問看護や

往診サービスも考えていただくとより安心かと思います。 
 

 夜間（19：00～翌 6：30）は、夜勤職員１名で入居者様のお世話をさせ

ていただいています。夜間帯に急変するような場合は、救急対応や予めご指

定頂いている対応措置を取ることになります。 
 

家族様からの質問 
 今は、病院の院内の付添いに（家族様で）対応しているが、院内の付添い

も施設側で対応してもらえないのか？ 

施設からの回答 

  

院内介助のサービスも施設側で提供出来ます。しかし、利用される方の要

介護度やかかった時間によって利用料が変わってきますので、事前にどのく

らい費用が掛かるのかケアマネージャーや施設にお問合せ下さい。 
 

 厚生労働省の見解では、病院内で請求出来るのは医療費のみとするべきだ

という考え方で、病院内での介護保険の算定について快く思っていません。

かといって、必要なサービスは存在するわけで、明確な答えは今のところな

く、グレーゾーンの中で事前のアセスメントとケアマネージャーの考え方等

で介護保険を算定するか決まっている状況です。（事前にケアプランに位置付

けられている必要があります。） 
 

 よりあい倶楽部では、介護度４・５の方の院内介助は介護保険で算定して

います。病院に入ってから診察・治療時間を除き病院を出るまで身体介護

（トイレ介助や移動介助、常時の見守り等）で算定させていただきます。ま

た、要介護３以下の方でも認知症等により常時の見守りが必要な方等必要と

判断出来れば、介護保険で算定します。（全ての院内介助の時間を介護保険で

算定できない場合があります。算定外の時間は実費負担と併用です。） 
 

 しかし、単なる待ち時間や単なる付添いでは介護保険の算定は出来ませ

ん。そこを施設が提供するサービスにすると実費（保険外）が発生します。

費用は、「ＮＰＯ・ヘルパーＳＴ よりあい倶楽部」の実費サービス費用と同

額になります。［250円～／１５分 Ｈ30.8.1 現在] 実費サービス費用は変動

する場合がありますので事前にお問合せ下さい。 
 

 ご家族様自ら院内の付添いをしていただくと院内介助の費用は掛かりませ

んが…ご家族様のご負担と費用を比べていただいて、ご検討ください。 
 

B 入居者様向け懇談会時の

ご質問ご要望について 
 個々のご要望等については、個別に対応させていただいています。 
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＠7/15（日） 家族様向け懇談会の時の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＠7/29（日） 入居者様向け懇談会、懇談会後の流しそうめん 

 

 

  

  

 
  


